
 

 

 

事 務 連 絡 

令和２年４月９日 

各不動産関連団体の長 殿 

 

国土交通省土地・建設産業局 不動産業課長 

不動産市場整備課長 

 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について（補足） 

 

 先般、国土動第１４９号「新型コロナウイルス感染症に係る対応について（依頼）」

により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対する柔軟な措置の実施の検討

について、貴団体加盟の事業者に対する周知をお願いしたところです。 

今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守り抜き、経

済再生へ～」（令和２年４月７日閣議決定）がとりまとめられ、新型コロナウイルス感

染症で影響を受ける賃貸事業者を含む事業者の皆様に向けた各種支援策が盛り込ま

れたところです。 

制度の詳細については、今後、順次お知らせいたしますが、現時点において、活用

の可能性があると見込まれる制度等についてとりまとめましたので、貴団体加盟の事

業者に対し、あらかじめ周知頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、制度の詳細については、今後、固まることから、対象要件等によっては、適

用されない場合も考えられますので、ご留意ください。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対する支援措置 

（１）金融機関における条件変更等について 【既に実施中】 

   金融庁より金融機関に対し、賃貸事業者を含む事業者や個人の有するローン

について、返済猶予等の条件変更等に迅速かつ柔軟に対応するよう要請がなさ

れております。資金繰り支援につきましては、取引先の金融機関へ積極的にご相

談ください。 

（参考） 

 『新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ』 

       https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf 

   『新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例』 

      https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200327/01.pdf 

 

（２）取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取扱いの明確化について 

   新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先

に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間

の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上

の損金として計上することが可能であることを明確化することと致しました。

この制度の適用要件等の詳細については、国税庁において近日中に公表される

予定ですので、改めて周知させて頂きます。 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200327/01.pdf


 

 

 

 

（３）新たな給付金制度の創設について 

   特に厳しい状況にある中堅・中小・小規模事業者、個人事業主に対し、事業の

継続を支えるため、事業収入が前年度と比較して大幅に急減した事業者に対し、

事業全般に広く使える新たな給付金制度（持続化給付金（仮称））が創設される

予定です。この制度の適用要件等の詳細については、今後、公表される予定です

ので、改めて周知させて頂きます。 

（参考） 

『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

 

（４）固定資産税等に係る特例措置について 

   収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、無担保かつ延滞税

等なしで１年間、納付を猶予する特例が設けられるほか、厳しい経営環境にある

中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産及び事業用家

屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を２分の１又はゼロとする措置が講

じられる予定です。この制度の適用要件等の詳細については、今後、公表される

予定ですので、改めて周知させて頂きます。 

（参考） 

『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

 

 

２．その他留意事項 

家賃債務保証会社による保証を利用している場合、賃料の支払いを猶予してい

る間は、家賃債務保証会社に代位弁済請求をすることができないことがあります

ので、賃料の支払い猶予を行う場合やご不明な点がある場合には、事前に家賃債

務保証会社にご連絡頂くようお願いします。 

 

 

 

以 上 



銀行等においては、迅速かつ柔軟に事業者・個人
の資金繰り支援に取り組んでいますので
お取引先の銀行等へ積極的にご相談ください

事業者の皆様

民間金融機関

政府系金融機関

金融機関は事業者のニーズを踏まえた必要な支援を実施します。
個人の事業性ローン、住宅ローン等についても必要な支援を実施します。

迅速かつ柔軟に

相談

つなぎ融資や、
返済猶予等の条件
変更

新規融資の相談

セーフティネット貸付による支援

資金繰りなどでお困りのことはありませんか？
取引先の金融機関の相談窓口へ積極的にご相談ください。

・新規融資をお願いした
い。

・緊急融資制度等を活
用したい。

・既往債務の返済猶予
について相談したい。

・政府系金融機関の活
用を検討したい。

ご相談ください！！

まずはお取引先の
銀行等へ積極的に
ご相談ください！！

協調・連携

新規融資・既往
債務の返済猶予

新型コロナウイルス感染症の影響による
資金繰り等でお困りの事業者・個人の皆様へ

具体的な支援策（新規融資・条件変更）

１．（１）関連



新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた
事業者の資金繰り支援に係る金融庁の施策について

令和２年３月６日

金融庁は、金融機関に対し以下の通り要請しております。（麻生財務大臣兼金融担当大臣談話）

各民間金融機関におかれては、従来より事業性評価や伴走型支援といった事業者の実態把握と必
要な支援に取り組んでいると承知していますが、今般の問題に対する対応はまさにこれまでの取組
の真価が問われる局面です。２月７日の要請以降も、海外旅行者だけでなく国内旅行者の減少によ
る観光業者の売上減少や中国からの部品・材料の調達難等による製造業者の生産減少等に伴う、
事業者からの資金繰りに係る不安の声が、業種を問わず非常に多く寄せられているものと認識して
おります。

このような状況を踏まえ、事業者の業況や当面の資金繰り等について、事業者訪問や緊急相談窓
口の設置などをして、更にきめ細かく実態を把握して頂くよう強く要請します。特に、年度末は、資金
繰りが更に厳しくなるおそれもあることから、資金面において事業者が年度末を乗り越えられるよう、

・ 既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予
などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること

・ 新規融資について、各金融機関の緊急融資制度の積極的な実施（担保・保証徴求の弾力化含
む）に加え、政策金融機関や信用保証協会によるセーフティネット貸付やセーフティネット保証
等の活用も含め、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること

・ こうした事業者に対する支援を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築すること

を現場の営業担当者等を含めた金融機関全体に徹底頂きたいと存じます。また、事業者から不必
要に多大な書類等を徴求することがないよう配慮願います。

◎ 北海道財務局 ０１１-７２９-０１７７

◎ 東北財務局 ０１２０-９１７-９９３

◎ 関東財務局 ０４８-６１５-１７７９

◎ 北陸財務局 ０７６-２０８-６７１１

◎ 東海財務局 ０５２-６８７-１８８７

◎ 近畿財務局 ０６-６９４９-６５３０

◎ 中国財務局 ０１２０-９９-００２８

◎ 四国財務局 ０８７-８１１-７８０３

◎ 九州財務局 ０９６-３５３-６３５２

◎ 福岡財務支局 ０９２-４３３-８０６６

◎ 沖縄総合事務局 ０９８-８６６-００９５

■ 金融庁の相談窓口 （受付時間；平日 午前10時～午後５時）

◎ 新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル
０１２０－１５６８１１（フリーダイヤル）
※ＩＰ電話からは０３－５２５１－６８１３におかけください。

■ 各財務局の相談窓口

■ 事業者の皆様へのご支援策

経済産業省ホームページの特設ページに様々な支援メニューが掲載されています。

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 で検索

【お問い合せ先】【お問い合せ先】

◎ 日本政策金融公庫 ０１２０-１５４-５０５

◎ 沖縄振興開発金融公庫 ０９８-９４１-１７９５

◎ 商工組合中央金庫 ０１２０-５４２-７１１

◎ 日本政策投資銀行 ０１２０-５９８-６００

■銀行協会・政府系金融等の相談窓口

◎ 全国銀行協会 ０５０-３３８５-６０９１

◎ 全国信用金庫協会 ０３-３５１７-５８２５

◎ 全国信用組合中央協会 ０３-３５６７-２４５６
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令和２年３月 27日 
金融庁 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例 
 
金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、債務の条件変更・新

規融資など、事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、事業
者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、特別
ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認してきたところである。 
確認した金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となる事例に

ついて、随時取りまとめ・公表する。 
 
【条件変更・新規融資等の対応】 

○ 事業者からの条件変更等の相談があった場合には、審査を行うことな
く、まずは、３ヶ月の元金据置ないし期限延長を実施 

○ 事業者からの相談を受け、これまでの事業実績の評価に基づき、今後
も事業を継続させていくため、１年間の元金据置・期限延長を実施 

○ 受注が大幅に減少した事業者に対し、積極的な支援策としてまず１年
間の元金据置を実施。将来の資金面の見通しがついた時点で、見通し
に合わせ返済期限を柔軟に延長予定 

○ 返済財源等に見通しが立たない場合に、一旦、６ヶ月程度の短期資金
の貸出で対応し、その間に資金面・事業面でどの様な対応策が考え得
るか、事業者とともに検討 

【書 面 等 の 省 略 ・ 簡 素 化】 

○ 融資実行にあたり、資金収支の状況など必要な情報についての資料が
そろっていなくても、聞き取り・ヒアリングで足ることとする 

○ 条件変更について柔軟に対応することとし、必要な事業計画等の書類
については、業況が落ち着いてから後々でよいとの取扱いとする 

○ 新たな資料・データを求めず、原則、過去に提出を受けたデータ等に
より融資や条件変更等の可否を判断し、確認が必要な情報についても、
すぐに提出が可能な直近のデータ等のみで対応する 

【金 融 機 関 の 態 勢】 

○ 事業者の融資ニーズを確認してから何日経過しているか、受付審査の
状況等を集計。案件進捗・滞留案件の状況について管理 

○ 営業店が情報収集した事業者相談等をイントラネットに随時入力す
ることで、役員・本部担当者がその内容をタイムリーに把握し、営業
店の対応に不足があれば、必要な指示を行う  

１．（１）関連

yoshida-k2ny
四角形
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（別添） 

金融機関における対応状況（詳細版） 

 

【条件変更・新規融資等の対応】 

○ 事業者からの条件変更等の相談があった場合には、審査を行うことな
く、まずは、３ヶ月の元金据置ないし期限延長を実施 

○ 事業者からの相談を受け、これまでの事業実績の評価に基づき、今後
も事業を継続させていくため、１年間の元金据置・期限延長を実施 

○ 受注が大幅に減少した事業者に対し、積極的な支援策としてまず１年
間の元金据置を実施。将来の資金面の見通しがついた時点で、見通し
に合わせ返済期限を柔軟に延長予定 

○ 返済財源等に見通しが立たない場合に、一旦、６ヶ月程度の短期資金
の貸出で対応し、その間に資金面・事業面でどの様な対応策が考え得
るか、事業者とともに検討 

○ 旅行者数の低迷による売上高の減少など、今後の業況悪化が明らかに
懸念される事業者に対し、金融機関から能動的に６ヶ月の元金据置を
提案・実施 

○ 中小企業等への新たな資金供給手段として、最短即日、最大でも３営
業日以内で融資判断する、コロナ対応の緊急ファンドを創設 

○ 条件変更の際、通常であれば事業者に支払いを求めている手数料を一
律に免除 

○ 営業店に対し、数か月先までの資金繰りの確認支援（資金繰り表の作
成サポート等）を能動的・プッシュ型で提案・実施しつつ、確認した
資金繰りの状況に応じて元金据置等の条件変更や新規融資を事業者
に提示 

○ 足許のキャンセル対応等に追われる事業者に対し、今後の資金繰り懸
念を勘案し、急を要する支払と、要しない支払に分類した上で、急を
要しない支払の繰延の検討など、資金繰りのアドバイスを実施 

 

【書 面 等 の 省 略 ・ 簡 素 化】 

○ 融資実行にあたり、資金収支の状況など必要な情報についての資料が
そろっていなくても、聞き取り・ヒアリングで足ることとする 

○ 条件変更について柔軟に対応することとし、必要な事業計画等の書類
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については、業況が落ち着いてから後々でよいとの取扱いとする 

○ 新たな資料・データを求めず、原則、過去に提出を受けたデータ等に
より融資や条件変更等の可否を判断し、確認が必要な情報についても、
すぐに提出が可能な直近のデータ等のみで対応する 

○ 通常であれば、事業者との間で今後の売上見通しを立てた上で実行す
る必要のある融資について、新型コロナウイルス感染症による今後の
影響が必ずしも見通せないことを踏まえて、収支予測資料等を求めず
融資実行 

 

【金 融 機 関 の 態 勢】 

○ 事業者の融資ニーズを確認してから何日経過しているか、受付審査の
状況等を集計。案件進捗・滞留案件の状況について管理 

○ 営業店が情報収集した事業者相談等をイントラネットに随時入力す
ることで、役員・本部担当者がその内容をタイムリーに把握し、営業
店の対応に不足があれば、必要な指示を行う 

○ 業況に影響があるとする事業者について、今後の資金繰り懸念の逼迫
度に応じて３つに区分し、特に逼迫度合いが高い先には本部が資金繰
りの相談状況を日次管理するなど、濃淡をつけ、本部・営業店が一体
となって対応 

○ 顧客対応に関する統一的な対応方針について、経営陣から各支店長・
営業職員に直接ビデオメッセージにより伝達・浸透 

○ 事業者からの条件変更等の申請について、営業店から本部への報告・
資料作成を省略・簡素化 

○ コロナ対策融資は一括して本部決裁（電話で可）とし、本部に案件を
集約することで、迅速な指示等を通じて対応をスピードアップ 

○ 営業店が事業者へ説明しやすいよう、各種制度融資や保証等の内容を
体系的に整理した専用資料を作成し、営業職員に共有し事業者説明に
活用 

○ 金融機関や県による事業者の支援メニューと、これまで金融機関とし
て事業者とのリレーションにおいて蓄積した事業者情報を、各営業担
当職員の業務用タブレットに掲載し、事業者訪問時に持参・活用 
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て
同
じ。
）
内
に
売
掛
金
、未
収
請
負
金
、貸
付
金
そ

の
他
これ
ら
に
準
ず
る
債
権
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
し
た
場
合
に
は
、そ
の
免
除
し
た
こと
に
よ
る
損
失
の
額
は
、寄
附
金
の
額
に
該
当
し
な
い
も
の
とす
る
。

既
に
契
約
で
定
め
られ
た
リー
ス
料
、貸
付
利
息
、割
賦
販
売
に
係
る
賦
払
金
等
で
災
害
発
生
後
に
授
受
す
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
行
うな
ど契
約
で
定
め
られ
た
従
前
の
取
引
条
件

を
変
更
す
る
場
合
及
び
災
害
発
生
後
に
新
た
に
行
う取
引
に
つ
き
従
前
の
取
引
条
件
を
変
更
す
る
場
合
も
、同
様
とす
る
。

取
引
先
の
賃
料
を
免
除
し
た
場
合
の
損
失
の
税
務
上
の
取
扱
い
の
明
確
化

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
飲
食
店
を
は
じ
め
と
す
る
取
引
先
に
お
い
て
、
入
居
す
る
ビ
ル
等
の
賃
料
の
支

払
い
が
困
難
と
な
る
事
案
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
。

○
こ
う
し
た
取
引
先
に
対
し
、
不
動
産
を
賃
貸
す
る
所
有
者
等
が
賃
料
を
減
免
し
た
場
合
、
災
害
時
と
同
様
に
そ
の
免
除
に
よ
る
損

失
の
額
は
、
寄
付
金
の
額
に
該
当
せ
ず
、
税
務
上
の
損
金
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

施
策
イ
メ
ー
ジ

取
引
先

賃
貸
用
ビ
ル

の
所
有
者
等

賃
料
減
免
の
依
頼

賃
料
を
減
免
し
た
場
合

→
寄
付
金
扱
い
と
な
り
、

税
務
上
の
損
金
算
入
が
制
限

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
賃
料
の
支
払
い

が
困
難
と
な
っ
た
取
引
先

賃
貸
用
ビ
ル

の
所
有
者
等

賃
料
減
免
の
依
頼

営
業
に
被
害
が
生
じ
て
い
る
間
の
賃
料
を
減
免
し
た
場
合

→
寄
付
金
扱
い
と
は
な
ら
ず
、

全
額
損
金
算
入
が
可
能
に

通
常
時

今
回
明
確
化
す
る
ケ
ー
ス

（
参
考
）

１．（２）関連
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持続化給付金
大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

【お問合せ先】
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03ｰ3501ｰ1544
※平日・休日9時00分～17時00分

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
を支給します。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響
により、売上が前年同月比で50％以上減少している者

【給付額】
前年の総売上(事業収入)

— (前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、
事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申
請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で
公表させていただきます。

令和2年度補正予算の成立が前提となります

③
給
付
金

④
設
備
投
資
・
販
路
開
拓

⑤
経
営
環
境

①
経
営
相
談

②
資
金
繰
り

⑥
税
等

１．（３）関連

yoshida-k2ny
四角形



51

納税の猶予の特例大
企
業

中
堅
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中
小
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模
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業
者

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入
が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、売上が減少（前年同
月比▲20％以上）したすべての事業者について、無担保かつ延滞
税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基
本的にすべての税が対象となります。

詳細は、以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

現行制度 特例
 一定の期間（原則1年）

において、大幅な赤字が
発生した場合に納税を猶
予。

 2020年2月から納期限ま
での一定の期間（1か月
以上）において、収入が
減少※した場合に1年間
納税を猶予。
※前年同期比概ね20％以上

 原則として、担保の提供が
必要。

 担保は不要。

 延滞税は軽減
（年1.6％）

 延滞税は免除。

※標準的な税の納付期限
・法人税 事業年度終了から２ヶ月以内（３月末決算であれば５月末）
・消費税 事業年度終了から２ヶ月以内（同上）
※個人事業者は3月末（2020年は4月16日）

・申告所得税 3月15日（※2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付）
・固定資産税 基本的に、４～６月で自治体が定める日（第１期分）

※関係法案が国会で成立することが前提
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1．固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備
や建物等の2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に
応じ、ゼロまたは1／2とします。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置（売上が前年同月比20％以上減）
に基づき、１年間、納税猶予可能です。

【お問い合わせ先】
固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ：
03ｰ3501ｰ1816（中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課）
※その他の制度の具体的な内容に関するお問い合わせ先は、詳細が確定次第アップいたします。

固定資産税等の軽減

２．固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の
定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本
特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月
末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板（広告塔）や受変電設備など。

56

＜減免対象＞※いずれも市町村税
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税（通常、取得額または評価額の1.4％）
・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の0.3％）

2020年2月～10月までの任意の３ヶ月間の
売上高の対前年同期比減少率 減免率

３０％以上５０％未満 ２分の１
５０％以上減少 全額

中小企業
（先端設備等導入計画の策定）

申請 認定

国
（導入促進指針の策定）

市町村
（導入促進基本計画の策定）

協議 同意

対象
地域

全国1,646自治体（うち1,642がゼロ（2月末時点））
※導入促進基本計画の同意を受けた市町村

対象
設備

機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するもの

事業用家屋と構築物を対象追加
• 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設

備等とともに導入されたもの
• 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する

もの
※既に「先端設備等導入計画」の申請をしている方は、計画を変更し、

事業用家屋と構築物の導入について同計画中に位置付ける必要があります。

特例
措置

固定資産税（通常、評価額の1.4％）について、
投資後３年間、ゼロ～1／2に軽減

※軽減率は各自治体が条例で定める

※いずれの措置も関係法案が国会で成立することが前提
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